
1 

著
作
権
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

○

著
作
権
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
四
十
一
条
の
二
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
法
律
）

第
二
条
の
四 
裁
判
手
続
に
係
る
法
第
四
十
一
条
の
二
第
二
項
（

法
第
八
十
六
条
第
三
項
及
び
第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
政
令
で
定
め

る
法
律
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

二

少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
） 

三

人
身
保
護
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
九
号
）

四

行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
九

号
）

五 

民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律

第
四
十
号
） 

六 

民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）

七

国
際
捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律

第
六
十
九
号
）

八 

少
年
の
保
護
事
件
に
係
る
補
償
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四

年
法
律
第
八
十
四
号
）

九 

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の

医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百

十
号
）

（
法
第
四
十
一
条
の
二
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
法
律
）

第
二
条
の
四 

（
新
設
） 
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十

国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
九
年
法
律
第
三
十
七
号
） 

２

行
政
審
判
手
続
に
係
る
法
第
四
十
一
条
の
二
第
二
項
の
政
令

で
定
め
る
法
律
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
二
十
一

（
略
）

法
第
四
十
一
条
の
二
第
二
項
（
法
第
八
十
六
条
第
三
項
及
び

第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政

令
で
定
め
る
法
律
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
二
十
一 

（
略
）


